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要
旨

　
　
本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
一
、
六
月
に
支
給
す
る
国
会
議
員
の
秘
書
の
勤
勉
手
当
の
支
給
割
合

　
　
を
、
政
府
職
員
と
同
様
に
百
分
の
五
十
か
ら
百
分
の
六
十
に
引
き

　
　
上
げ
る
。

　
二
、
本
法
律
案
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
元
年
四
月
一
日

　
　
か
ら
適
用
す
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
、
国
会
議
員
の
秘
書
の
給
料
等
に

　
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
御
報
告

　
い
た
し
ま
す
。

　
　
本
法
律
案
は
、
今
回
の
政
府
職
員
の
勤
勉
手
当
の
支
給
割
合
の
改

　
定
に
準
じ
、
六
月
に
支
給
す
る
国
会
議
員
の
秘
書
の
勤
勉
手
当
に
つ

　
い
て
も
、
こ
れ
と
同
様
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま

　
す
。

　
　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
審
査
の
結
果
、
全
会
一
致
を
も
っ
て

　
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。




